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弁護士法人美咲法律事務所では，法務・税務関連のニ

ュースや弊事務所の近況などを，ニュースレターとして

不定期にお送りさせていただいております。 

さて，15回目の今回は，当事務所が注力しておりま

す，交通事故，その中でも物損について解説させていた

だきます。 

交通事故（物損）Ｑ＆Ａ  

物損については，どこまで賠償されるか？ 

 交通事故の損害については，様々な分類ができ

ますが，大きく分けると車の修理費等の物損と，

治療費等の人損に分けられます。 

 我々弁護士が多く扱う事案として，人損の事案

が多くなっています。 

 それは，人損の方が慰謝料や後遺障害に関する

損害など，賠償額が大きくなることが多く，それ

だけ加害者加入の保険会社が算定する金額と，本

来あるべき金額との乖離が大きく，弁護士が依頼

を受けることによる増額が大きくなるためです。 

 もっとも，多くの事案では車の修理費等，人損

よりもまず物損が問題となりますし，多くの方に

とっても，身近な問題です。 

 そこで，今回のニュースレターでは，物損につ

いて，よく問題となる点や，もし自分が事故に遭

った場合に，疑問に思うであろう点について，Q＆

A形式でお伝えできればと思います。 

  

Q ローン支払中の車であっても，修理費を請求できる？ 

A ローン支払中の車の場合，代金の支払いが終わるまで，車

の所有権は販売会社等に留めておくとされていることがあ

ります（これを所有権留保といいます）。 

  そうすると，車の所有者は販売会社ですので，購入者は修

理費を請求できないように思われます。 

  しかし，販売会社が所有権を有することは，担保のためで

あり，実質的な所有者は購入者であること等を理由として，

修理費の請求が認められます。 

 

Q 修理するつもりはないが修理費は請求できる？ 

A 一見すると，修理をするつもりがないのですから，修理費

は発生しないように思えます。 

  しかし，交通事故の損害は，事故発生時に発生しているも

のと考えられますので，たとえ修理をしなくとも，修理費（修

理見積額）を請求することが可能です。 

 

Q 上の場合に消費税の請求はできる？ 

A 修理をする場合には，修理業者には消費税を支払わなけれ

ばなりません。ですので，修理をする場合には，当然消費税

分の請求もできます。 

  では，修理をしない場合に消費税分を請求できるでしょう

か。 

これについては，裁判例は分かれておりますが，先ほどと

同じく，交通事故の損害は，事故発生時に発生するものと考

えれば，消費税分の請求は十分可能だと思われます。 
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 交通事故で弁護士が扱う多くの事案は，人損の事案です。 

 しかし，物損の方が身近な問題ですし，物損で問題となる点は限られていますので，ニュ

ースレターで物損で問題となる，ほとんどの問題に触れることができると思い，今回のニュ

ースレターで取り上げました。 

 また，民事信託（家族信託）は，メディアで取り上げられるなど，話題になることが多く，

関心をお持ちの方もいらっしゃると思いましたので，頭出し程度ですが，書かせていただき

ました。また，より詳細に扱いたいと思います。（弁護士 小林 塁） 

 

 
Q 改造車について，改造した部分が損傷した場合，その部分

について修理費は請求できる？ 

A 改造車については，その修理費の賠償が認められるか，認

められるとしてどの範囲までは認められるかについては，裁

判例によって結論が異なっています。 

  しかし，車にどのような改造を行うかは所有者の自由です

し，事故によって改造した部分が損傷したのであれば，それ

を加害者が賠償するのは当然と考えられます。 

  したがって，改造が法律に抵触するような場合等，例外的

な場合を除いては，改造車であっても普通の車と同様に，修

理費の請求ができると考えて良いと思います。 

  私が経験した事案でも，改造バイクが全損になったとし

て，バイクの時価額を請求する際に，改造にかかった費用を

含めて請求し，ほぼそれを認めるような形で和解した経験が

あります。 

 

Q 事故後，加害者の保険会社が代車の用意をしてくれたが，

代車はいつまで利用できるのか？ 

A 部品の調達に時間がかかるなど，例外的な場合を除いて

は，一般的には修理に必要な１，２週間と言われています。 

  加害者の保険会社は１ヶ月，また事案によってはそれ以上

代車費用を支払ってくれることもあり，私も交渉によって長

期の利用を認めてもらったこともあります。 

  しかし，代車費用については，仮に話し合いで解決せずに，

裁判となった場合には，上記のように１，２週間分しか認め

られない可能性があります。 

  ですので，加害者の保険会社の主張に納得がいかない点が

あったとしても，代車については速やかに返還するなどし，

納得がいかない点があれば，それはそれとして交渉をする方

が良いと思われます。 

 

   

 

１ 民事信託（家族信託）の仕組み 

 法律関係は，権利者と義務者というように，２者関係

として把握することが一般的です。 

 民事信託という仕組みは，委託者が，一定の目的のた

めに自分の財産を第三者に託し（託される人を「受託者」

といいます），その第三者が財産を管理，運用するなど

し，そこから生じる利益を受益者が受ける，というもの

です。 

 家族信託は，この民事信託を家族のために利用すると

いうもので，内容としては同じものとなります。 

 さて，この民事信託（家族信託）がなぜ注目されるよ

うになったかというと，高齢化社会の中，多くの方が相

続に関心を持つようになり，信託を利用すれば，遺言や

成年後見制度にはないメリットが得られるということ

や，法改正により信託が利用しやすくなったと言うこと

があげられます。 

２ 民事信託（家族信託）のメリット 

 例えば，遺言では，ある人に遺産を相続させることは

できますが，そのある人が亡くなった後の財産の帰属ま

で決めることはできません。これに対し，信託ではこう

いったことを決めることができます。 

 また，障害があるなど将来が心配な子どもがいるとし

て，自分の判断能力にも問題が生じてきたとします。そ

のまま判断能力が低下した場合には，成年後見人が選任

されるなどしますが，成年後見人は，被後見人（ここで

いう親）の財産を守ることを第一の任務としますので，

子どもへの支援を十分に行えるかは疑問です。 

 こういったときに，信託を利用し，自分の財産を守る

とともに，子どもへの支援を行っていくことが可能にな

ります。 

 信託は柔軟な制度であるため，遺言や成年後見で対処

ができない問題がある場合に，対応することが可能とな

ります。 

民事信託（家族信託）って？ 
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